
 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）および福岡県

補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号）、その他の法令の定めによるほか、福岡県が

定める「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援事業補助金交付要綱（令和７年２月１２日付け６

新事支第１７０１号）」並びにこの要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）中小企業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。）第２条第５項の規定に

基づく特定事業者をいう。 

（２）経営革新計画 中小企業等経営強化法第１４条第１項（法第１５条による変更の承認を

受けたときは、その変更後のもの）の規定に基づく経営革新計画をいう。 

（３）事業場内最低賃金 事業場内で最も低い賃金（時間給換算）をいう。（事業場内最低賃金

は福岡県最低賃金以上であること。） 

（４）補助事業者 この要綱第９条に基づく交付決定の通知を受けた中小企業者をいう。 

（５）従業員 労働基準法第９条の規定に基づく労働者をいう。 

 

（交付の目的） 

第３条 本補助金は、持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新

計画の実現に向けて取り組む中小企業者に対し、計画に基づく事業に必要な経費の一部につい

て補助金を交付し、もって、県内中小企業者の売上げ向上に資することを目的とする。 

 

（交付対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となるのは、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。 

（１）福岡県内に本店を置く中小企業者又は福岡県内に住民登録を行っている個人事業主 

（２）令和６年６月２１日以降に福岡県知事から経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受

けている者 

（３）補助対象期間最終月の１２か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給

換算で３０円以上引き上げる者 

２ 補助金の交付の対象となるのは、以下の全てに該当しない者とする。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員が役

員となっている団体 

 （３）暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者が役員となっている団体 

 （４）次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体 

   ア 暴力団員が事業主又は役員に就任している団体 

   イ 暴力団員が実質的に運営している団体 

   ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体 

   エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結

している団体 

   オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体 

   カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 

 

 



 

（交付対象事業） 

第５条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる全ての事項に該当するものとする。 

 （１）福岡県知事から承認を受けた経営革新計画に記載している新事業活動に該当する事業 

 （２）福岡県内において実施する事業 

 （３）国、福岡県又はその他の地方公共団体等の補助金交付を受けていない事業 

 

（交付対象経費及び補助率） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費区分、補助率及び補助金の限度額は、別表１のとおりと

する。 

 

（補助事業の対象期間） 

第７条 補助事業の対象期間は、別表２のとおりとする。 

２ 補助事業者は、補助の対象期間内において、事業の着手から経費の支払までを完了するもの

とする。なお、経費の支払方法は、別表３のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、別表４に掲げる申請

期間に別表５に掲げる提出書類を理事長に提出しなければならない。なお、申込多数により予

算の上限に達したときは、その時点で申請受付を終了とする。 

 

（交付決定の通知） 

第９条 理事長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助

金を交付すべきと認めたときは、交付決定を行い、交付決定通知書（様式第３号）により申請

者に通知するものとする。 

２ 理事長は、前項の交付決定にあたり、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 申請者は、前条の規定による交付決定を受ける前に補助金の申請を取下げようとする

場合は、交付申請取下げ書（様式第４号）を理事長に提出しなければならない。 

 

（不交付決定） 

第１１条 理事長は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、不交付決定通知書（様式第

５号）によりその旨を申請者に通知することとする。 

（１）申請者が第４条の交付対象者に該当しないとき 

（２）第８条に規定する交付申請の提出書類に不備があり、又はその修正に応じないとき 

（３）第９条に規定する交付決定において、補助金の額が０円となるとき 

（４）補助金の交付決定額の累計額が予算額の上限に達したとき 

（５）その他理事長が不交付決定とすることが適当と認めたとき 

 

（補助事業の内容及び経費の配分の変更の届出） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分又は補助事業者の概要、賃上げ対象従業

員を変更しようとするときは、補助事業の内容（経費）変更承認申請書（様式第６号）を理事

長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。 

２ 理事長は、前項の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助事業の内容（経費）変更承認通知書（様式第７号）により補助事業者に通知

するものとする。 

３ 理事長は、前項の変更承認にあたり、必要に応じて条件を付し、又は交付決定を行ったとき

に付した条件を変更することができる。 



 

（軽微な変更） 

第１３条 前条第１項ただし書の軽微な変更とは、第９条の規定により交付決定を受けた補助事

業に要する経費の配分（補助金の交付対象となる経費に限る。）のうち、補助事業の対象経費区

分の２０％以内の増減である場合をいう。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１４条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、補助

事業中止（廃止）承認申請書（様式第８号）を理事長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１５条 補助事業者は、天災等補助事業者の責めに帰することのできない事由により補助事業

を補助対象期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難に

なったときは、速やかに補助事業遅延等報告書（様式第１０号）を理事長に提出し、その指示

を受けなければならない。 

 

（補助事業の実績報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して１０日を経過した日、

又は別表６に掲げる最終提出期限のいずれか早い期日までに、別表７に掲げる提出書類を理事

長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１７条 理事長は、前条の規定に基づく実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

又は必要に応じて実地に調査し、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書（様式第１２

号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の精算払の請求） 

第１８条 補助事業者は、補助金の精算払を受けようとするときは、精算払請求書（様式第１３

号）を額の確定通知日から１４日以内に理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の支払い） 

第１９条 理事長は、前条の規定に基づく精算払請求書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。 

 

（交付決定の取消） 

第２０条 理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条第１項の規定

に基づく交付決定の全部又は一部を取消すものとし、交付決定取消通知書（様式第１４号）に

より補助事業者に通知することとする。 

（１）次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 

ア 補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算で３０円以上引き上げなかっ

たとき 

イ 第９条第２項及び第１２条３項に基づく条件に適合していなかったとき 

ウ 第１５条に基づく遅延の報告に際して示された指示に従わなかったとき 

エ 正当な理由なく第１６条に規定する期日までに実績報告に係る書類を提出しなかっ

たとき 



 

オ 実績報告提出書類に不備があり、又はその修正に応じなかったとき 

カ 正当な理由なく第１８条に規定する期日までに補助金精算払請求書を提出しなかっ

たとき 

キ 上記アからカのほか、この要綱に規定する事項及び理事長の指示に従わなかったとき 

（２）法令又は交付要綱の定めに違反したとき 

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

（４）虚偽の申請、事業執行又は報告等不正行為を行ったとき 

（５）補助事業を実施していないと認められたとき 

（６）その他理事長が交付決定を取消すことが適当と認めたとき 

 

（補助事業の経理等） 

第２１条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理

し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなけ

ればならない。 

 

（財産の管理及び処分） 

第２２条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該補助事業により取得し、又は効用が増

加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってそ

の効果的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得した財産で、取得価格又は増加価格が５０万円以上のも

のを処分しようとするときは、補助事業取得財産等の処分承認申請書（様式第１５号）により

理事長に承認を申請しなければならない。 

３ 理事長は、前項の規定に基づく補助事業取得財産等の処分承認申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業取得財産等の処分承認通知書（様式１６号）

により補助事業者に通知するものとする。 

４ 理事長は、前項の承認に係る財産を補助事業者が処分したことにより、当該補助事業者に収

入があったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を納付させることができる。 

 

（調査） 

第２３条 理事長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員を

して必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の報告の聴取又は調査に対して補助事業者は協力しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第２４条 理事長は、申請者並びに補助事業者に関して得た情報については、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年３月１日から適用する。 

  



 

別表１（第６条関係） 

経費区分 補助率 補助限度額 

設備機器導入費 

対象経費の２／３以内 
１００万円 

（円未満の端数は切捨て） 

システム導入費 

外注費 

広告宣伝費 

その他経営革新計画上、 

理事長が必要と認める経費 

 

別表２（第７条関係） 

申請回 補助事業の対象期間 

第１回 交付決定日～令和７年９月５日（金） 

第２回 交付決定日～令和７年１０月６日（月） 

第３回 交付決定日～令和７年１１月５日（水） 

第４回 交付決定日～令和７年１２月５日（金） 

 

別表３（第７条関係） 

経費の支払方法 銀行振込（補助事業者名義の銀行口座からの直接振込に限る。） 

（ただし、ＥＣサイトで購入した場合で、かつ、銀行振込ができない

場合のみ、コンビニ決済可。） 

 

別表４（第８条関係） 

申請回 申請期間 

第１回 令和７年３月１７日（月）～４月１４日（月）（必着） 

第２回 令和７年４月１８日（金）～５月９日（金）（必着） 

第３回 令和７年５月１４日（水）～６月１１日（水）（必着） 

第４回 令和７年６月１６日（月）～７月１１日（金）（必着） 

 

別表５（第８条関係） 

提 出 書 類 １ 交付申請書（様式第１号） 

２ 事業計画書（様式第１号の２） 

３ 賃金算出表（様式第１号の３） 

４ 誓約書（様式第２号） 

５ 交付申請書の算定根拠となる見積書等の写し 

６ 労働基準法施行規則第５４条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比

較月の賃金台帳の写し 

７ 経営革新計画承認書の写し 

提 出 部 数 １部 

提 出 先 〒８１２－００４６ 

 福岡市博多区吉塚本町９番１５号 

 福岡県中小企業振興センタービル６階 

 公益財団法人福岡県中小企業振興センター 補助金担当 宛 

 

  



 

別表６（第１６条関係） 

申請回 最終提出期限 

第１回 令和７年９月１６日（火）（必着） 

第２回 令和７年１０月１５日（水）（必着） 

第３回 令和７年１１月１４日（金）（必着） 

第４回 令和７年１２月１５日（月）（必着） 

 

別表７（第１６条関係） 

提 出 書 類 １ 実績報告書（様式第１１号） 

２ 事業収支報告書（様式第１１号の２） 

３ 経費の内訳書（様式第１１号の３） 

４ 賃金算出表（様式第１１号の４） 

５ 経費支出の証拠書類等の写し 

６ 実績報告書提出時点における直近の支払日の属する月の、労働基準法施

行規則第５４条の規定に基づく賃金台帳の写し 

７ 補助金の振込先とする通帳の写し（銀行名、支店名、名義人、口座番

号、口座種別が確認できること） 

提 出 部 数 １部 

提 出 先 〒８１２－００４６ 

 福岡市博多区吉塚本町９番１５号 

 福岡県中小企業振興センタービル６階 

 公益財団法人福岡県中小企業振興センター 補助金担当 宛 

 

  



 

様式第１号（第８条関係） 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付申請書 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 様 

申 請 日 令和  年  月  日 

郵 便 番 号    － 

所在地・住所  

社 名 ・ 屋 号  

代 表 者 職 名  

代 表 者 氏 名   

（自署又は記名押印） 

担 当 者 職 名  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号    －   － 

電 子 メ ー ル     ＠ 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり中小企

業経営革新・賃上げ緊急支援補助金の交付を申請します。 

 

記 

１ 交付申請の対象となる経営革新計画 ※経営革新計画承認書に記載されている内容を転記すること。 

承 認 番 号 第    号 

承  認 日 令和  年  月  日 （変更承認日：令和  年  月  日） 

計 画 期 間  令和  年  月 ～ 令和  年  月 

計 画 内 容   

 

２ 補助対象経費及び補助金交付申請額 

（１）補 助 対 象 経 費          円 

（２）補助金交付申請額          円 

 

３ 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  別紙「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金事業計画書」のとおり 

 

４ 賃金引上げ対象従業員及び基本情報 

従業員氏名 生年月日 採用年月日 賃金比較月 
賃金（時間給又は 

時間給換算額） 

   令和  年  月 円 

※１ 賃金比較月及び賃金は、賃金算出表（様式第１号の３）の内容を転記すること。 

※２ 賃金比較月は、補助対象期間最終月の１２か月前以降を指定すること。 

※３ 賃上げ対象従業員が使用人兼務役員の場合、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写

しを添付すること。 

 

５ 経営革新計画の作成及び補助申請において、支援を受けた支援窓口 

支援機関  電話番号    －   － 

担当者名  メールアドレス    ＠ 



 

様式第１号の２（第８条関係） 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金事業計画書 

 

１ 収入 

区 分 金 額 

自 己 資 金 円 

借入金・その他 円 

補助金充当額  円 

合  計 円 

 

２ 支出 

番

号 
経費区分 内容（品目） 

単価 
(税込み:円) 

数

量 

補助事業に

要する経費 
(税込み:円) 

補助対象 

経費 
(税抜き:円) 

１ 

      

（計画の実行に必要な理由）※経営革新計画における新事業活動の実行にあたり、申請する

内容（品目）が必要な理由を具体的に記入すること。 

 

 

 

 

２ 

      

（計画の実行に必要な理由） 

 

 

 

３ 

      

（計画の実行に必要な理由） 

 

 

 

４ 

      

（計画の実行に必要な理由） 

 

 

 

補助対象経費合計 
 

補助金交付申請額 

（補助対象経費の 2/3以内、上限 1,000,000円） 

 

  



 

様式第１号の３（第８条関係） 

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 賃金算出表（交付申請用） 

 

 

賃上げ対象従業員名：             

    （賃金体系：□時給 □日給 □月給 □年俸 □歩合給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 所定労働時間の算出 

賃金体系 労働時間の種類 労働時間（日）数 

日給、月給、年俸、歩合給 １日の所定労働時間※１ 時間 

日給、月給、年俸、歩合給 １年間の所定労働日数※２ 日間 

 １か月の平均所定労働時間数※３ 時間 

 １年間の所定労働時間数※３ 時間 

歩合給 １年間の総労働時間数※４ 時間 

※１ 就業規則等で定めたものを入力すること。 

※２ ３６５日から１年の休日の合計数を差し引いた日数を入力すること。 

※３ 入力不要：自動計算 

※４ 直近１年間（雇入れ１年未満の場合は、雇用されてから）の所定内・所定外を合わせた総労働時間を入力

すること。 

 

２ 時間給換算額の算出 

賃金体系 申請回 賃金比較月※１ 賃金支払日 賃金計算期間 
賃金比較月の 

賃金※２ 

時間給又は 

時間給換算額 

時 給 第 回 Ｒ 年  月 月  日 ／ ～ ／   円 

日 給 第 回 Ｒ 年  月   月  日 ／ ～ ／  円／日 円 

月 給 第 回 Ｒ 年  月   月  日 ／ ～ ／  円／月 円 

年 俸 第 回 Ｒ 年  月   月  日 ／ ～ ／  円／年 円 

歩合給※３ 第 回 Ｒ 年  月   月  日 ／ ～ ／  円／年 円 

※１ 賃金比較月は補助対象期間最終月の１２か月前以降の支払日が属する月を記入すること。 

（例）賃金比較月：Ｒ７年２月、賃金支払日：２月１０日、賃金計算期間：１/１～１/３１ 

※２ 賃金比較月の賃金は、基本賃金に加え、住宅手当と職能手当を含むこと。 

※３ 歩合給は、固定給（時給又は日給、月給）を入力すること。 

 

 

時間給または時間給換算額※      円 
                     （※入力不要：自動計算） 

  

【参考：時間給換算額の入力の手順】 

１ 所定労働時間の算出 

   賃上げ対象従業員の該当する賃金体系に応じて「労働時間（日）数」を入力する。（時給の場合は、入

力不要） 

２ 時間給換算額の算出 

   該当する賃金体系の「申請回」及び「賃金比較月」をプルダウンから選択する。 

   「賃金支払日」、「賃金計算期間」、「賃金比較月の賃金」を添付する賃金台帳の記載内容をもとに入力

する。（時給の場合は、「時間給換算額」欄にそのまま入力） 



 

様式第２号（第８条関係） 

 

誓約書 

 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 殿 

 

 

申 請 事 業 者 名 

代表者の職・氏名          

（自署または記名押印） 

 

 

 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金の申請に当たり、下記のことを誓約します。 

 

記 

１ 事業実施について 

 

（１）中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱及び手引きの記載内容を全て確認し、

理解した上で、定められた事項をいずれも順守すること。 

 

（２）虚偽の申請、事業執行又は報告等の不正行為は一切行わないこと。 

 

（３）中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱に基づき、虚偽の申請、事業執行又は

報告等不正行為を行ったことにより交付決定を取消された場合は、取消しの日から５年を経

過するまでは、公益財団法人福岡県中小企業振興センターが実施する経営革新計画に係る補

助金の交付対象者から除外されることについて、あらかじめ承諾し、異議の申し立てを行わ

ないこと。 

 

（４）中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱に基づき不正と判断された場合は、交

付決定の取消し、補助金の返還、損害賠償金の支払い等の指示に全て従うこと。 

 

２ 賃金引上げについて 

 

（１）補助事業終了時までに、事業場内最低賃金である従業員（以下、「賃上げ対象従業員」とい

う。）の賃金を時間給換算で３０円以上引き上げること。 

 

（２）中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金の交付決定後に、賃上げ対象従業員の賃金を時

間給換算で３０円以上引上げなかった場合、交付決定が取消され、当該補助金が支払われな

いことについてあらかじめ承諾し、異議の申立てを行わないこと。 

 

（３）添付した賃上げ対象従業員の賃金台帳の写しは、原本と相違ないこと。 

  



 

様式第３号（第９条関係） 

交 付 番 号： 福中セ第   号    

交付決定日：令和  年  月  日 

 

事 業 者 名 

代表者の職・氏名 

 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター    

                    理事長 桑野 龍一         

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

交 付 決 定 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付けをもって交付申請のあった標記の補助金については、中小企業経

営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決

定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付対象となる事業及びその内容は、別紙「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補

助金事業計画書」のとおりとする。 

 

２ 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

（１）補助対象経費       金        円 

（２）補助金の額       金        円 

 

３ 賃上げ対象従業員は、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付申請書に記載した者と

し、賃金比較月及び申請時の事業内最低賃金（時間給換算額）は次のとおりとする。 

 （１）賃金比較月           令和  年  月 

 （２）事業内最低賃金（時間給換算額）        円 

 

４ 補助対象期間は、次のとおりとする。 

  令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで 

 

５ 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して１０日を経過した日、又は令和  年  

月  日のいずれか早い期日までに、補助事業の実績報告を行わなければならない。 

 

６ 補助事業者は、交付要綱に定めるところに従わなければならない。また、経費の支払方法は、

交付要綱別表３（第８条関係）に定めるとおり、補助事業者名義の銀行口座からの直接振込に

限る。 

 

７ 交付決定にあたり別紙のとおり条件を付与する。 



 

様式第４号（第１０条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 殿 

 

 

所 在 地・ 住 所            

交 付 申 請 者 名 

代表者の職・氏名          

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

交 付 申 請 取 下 げ 書 

 

 

令和○○年○○月○○日付けをもって交付申請した標記の補助金については、中小企業経営革

新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記の理由により交付申請を取下

げます。 

 

記 

 

交付申請を取り下げる理由 

 

 

  



 

様式第５号（第１１条関係） 

 

福中セ第   号 

令和  年  月  日 

 

事 業 者 名 

代表者の職・氏名 

 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター    

                    理事長 桑野 龍一         

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

不 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付けをもって交付申請のあった標記の補助金については、中小企業経

営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記の理由により不交付と決

定したので通知します。 

 

記 

 

不交付となった理由 

 

  



 

様式第６号（第１２条関係） 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 殿 

 

所 在 地 ・ 住 所           

補 助 事 業 者 名           

代表者の職・氏名         

（自署または記名押印） 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に係る 

補助事業の内容（経費）変更承認申請書 

 

令和○○年○○月○○日付け○福中セ第○○号－○○で交付決定通知があった標記の補

助事業の内容（経費）を下記のとおり変更したいので、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補

助金交付要綱第１２条第１項の規定に基づき変更承認を申請します。 

 

記 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 変更の内容 

（１）具体的な変更内容 

変更の内容 変更前 変更後 

①補助事業者の 

概要 
  

②補助事業の内容   

③経費の配分   

④賃上げ対象 

従業員※ 

氏 名  氏 名  

生 年 月 日  生 年 月 日  

採用年月日  採用年月日  

賃金比較月  賃金比較月  

賃金（時給）  賃金（時給）  

※・変更後の従業員の賃金算出表（様式第６号の２）及び賃金台帳の写しを添付すること。 

・変更後の賃上げ対象従業員が使用人兼務役員の場合、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業 

主通知用）の写しを添付すること。 

  



 

（２）事業の経費 

※事業の経費については、申請書の記載に準じて経費区分ごとに記載すること。 

※変更内容の根拠となる資料（見積書等）の写しを添付すること。 

 

 

 

 

  

経費区分 内容（品目） 
数

量 

補助事業に要する 

経費（税込み：円） 

補助対象経費 

（税抜き：円） 

変更前 変更後 変更前 変更後 

       

       

       

       

補助対象経費（合計）   

補助金の額（交付決定額） 

補助対象経費の2/3以内、上限1,000,000円 
  



 

様式第６号の２（第１２条関係） 

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 賃金算出表（変更承認申請用） 

 

 

賃上げ対象従業員名：             

    （賃金体系：□時給 □日給 □月給 □年俸 □歩合給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 所定労働時間の算出 

賃金体系 労働時間の種類 労働時間（日）数 

日給、月給、年俸、歩合給 １日の所定労働時間※１ 時間 

日給、月給、年俸、歩合給 １年間の所定労働日数※２ 日間 

 １か月の平均所定労働時間数※３ 時間 

 １年間の所定労働時間数※３ 時間 

歩合給 １年間の総労働時間数※４ 時間 

※１ 就業規則等で定めたものを入力すること。 

※２ ３６５日から１年の休日の合計数を差し引いた日数を入力すること。 

※３ 入力不要：自動計算 

※４ 直近１年間（雇入れ１年未満の場合は、雇用されてから）の所定内・所定外を合わせた総労働時間を入力

すること。 

 

２ 時間給換算額の算出 

賃金体系 申請回 賃金比較月※１ 賃金支払日 賃金計算期間 
賃金比較月の

賃金※２ 

時間給又は 

時間給換算額 

時 給 第 回 Ｒ 年 月 月  日 ／ ～ ／  円 

日 給 第 回 Ｒ 年 月 月  日 ／ ～ ／ 円／日 円 

月 給 第 回 Ｒ 年 月 月  日 ／ ～ ／ 円／月 円 

年 俸 第 回 Ｒ 年 月 月  日 ／ ～ ／ 円／年 円 

歩合給※３ 第 回 Ｒ 年 月 月  日 ／ ～ ／ 円／年 円 

※１ 賃金比較月は補助対象期間最終月の１２か月前以降の支払日が属する月を記入すること。 

（例）賃金比較月：Ｒ７年２月、賃金支払日：２月１０日、賃金計算期間：１/１～１/３１ 

※２ 賃金比較月の賃金は、基本賃金に加え、住宅手当と職能手当を含むこと。 

※３ 歩合給は、固定給（時給または日給、月給）を入力すること。 

 

 

時間給または時間給換算額※      円 
                     （※入力不要：自動計算） 

  

【参考：時間給換算額の入力の手順】 

１ 所定労働時間の算出 

   賃上げ対象従業員の該当する賃金体系に応じて「労働時間（日）数」を入力する。（時給の場合は、入

力不要） 

２ 時間給換算額の算出 

   該当する賃金体系の「申請回」及び「賃金比較月」をプルダウンから選択する。 

   「賃金支払日」、「賃金計算期間」、「賃金比較月の賃金」を添付する賃金台帳の記載内容をもとに入力

する。（時給の場合は、「時間給換算額」欄にそのまま入力） 



 

様式第７号（第１２条関係） 

 

福中セ第   号 

令和  年  月  日 

 

事 業 者 名 

代表者の職・氏名 

 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター    

                    理事長 桑野 龍一         

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に係る 

補助事業の内容（経費）変更承認通知書 

 

 

令和  年  月  日付け補助事業の内容（経費）変更承認申請書で変更申請のあった標記

の補助金については、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第１２条第２項の規定

に基づき、下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ この補助金の交付の対象となる事業は、令和  年  月  日付け中小企業経営革新・賃

上げ緊急支援補助金申請書で申請のあった事業とし、その変更内容は令和  年  月  日

付け補助事業の内容（経費）変更承認申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 変更後の補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

（１）変更後の補助対象経費          円 

（２）変更後の補助金の額          円 

 

３ 賃上げ対象従業員は、補助事業の内容（経費）変更承認申請書に記載した者とし、賃金比較

月及び申請時の事業内最低賃金（時間給換算額）は次のとおりとする。 

 （１）賃金比較月           令和  年  月 

 （２）事業内最低賃金（時間給換算額）        円 

 

４ 補助金交付の条件等については、上記のほかは令和  年  月  日付 福中セ第   

号補助金交付決定通知書の第４項から第７項までのとおりとする。 

 

 

  



 

様式第８号（第１４条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 殿 

 

 

所 在 地 ・ 住 所           

補 助 事 業 者 名           

代表者の職・氏名         

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に係る 

補 助 事 業 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 

 

 

令和○○年○○月○○日付け○福中セ第○○号－○○で交付決定通知があった標記の補

助事業を、下記の理由により中止（廃止）したいので、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補

助金交付要綱第１４条第１項の規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）する事業の計画内容 

 

 

 

２ 理由 

 

 

 

３ 中止（廃止）の時期 

 

  令和○○年○○月○○日 

 

 

 

  



 

様式第９号（第１４条関係） 

 

福中セ第   号 

令和  年  月  日 

 

補 助 事 業 者 名 

代表者の職・氏名 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター    

            理事長 桑野 龍一         

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に係る 

補 助 事 業 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付け補助事業中止（廃止）承認申請書で申請のあった標記の補助金に

ついては、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第１４条第２項の規定に基づき、

下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）する事業の計画内容 

 

 

 

２ 中止（廃止）の時期 

 

 

 

  



 

様式第１０号（第１５条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 殿 

 

 

所 在 地 ・ 住 所           

補 助 事 業 者 名           

代表者の職・氏名          

（自署または記名押印） 

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に係る 

補 助 事 業 遅 延 等 報 告 書 

 

 

令和○○年○○月○○日付け○福中セ第○○号－○○で交付決定通知があった標記の補

助事業について、下記のとおり事故による遅延が見込まれるので、中小企業経営革新・賃上げ緊

急支援補助金交付要綱第１５条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の進捗状況 

 

 

 

２ 事故の内容及び原因 

 

 

 

３ 事故に対する措置 

 

 

 

４ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

 

 

（注）事故の理由を立証する書類を添付すること。 

  



 

様式第１１号（第１６条関係） 

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

実 績 報 告 書 

 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 様 

 

報 告 日 令和  年  月  日 

郵 便 番 号    － 

所在地・住所  

社 名 ・ 屋 号  

代 表 者 職 名  

代 表 者 氏 名   

（自署又は記名押印） 

担 当 者 職 名  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号    －   － 

電 子 メ ー ル     ＠ 

 

令和○○年○○月○○日付け○福中セ第○○号－○○で交付決定通知があった標記の補助

事業を完了しましたので、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第１６条の規定に

基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の収支決算 

 別紙「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 事業収支報告書」のとおり 

 

 

２ 賃上げ状況 

（１）賃上げ対象従業員 

従業員氏名 生年月日 採用年月日 

   

 

（２）引上げ額 

引上げ前（申請時） 引上げ後（事業終了時） 
引上げ額 

（②－①） 賃金比較月 
①賃金(時間給又は 

時間給換算額) 
賃金報告月※ 

②賃金(時間給又は 

時間給換算額) 

Ｒ 年  月 円 Ｒ 年  月 円 円 

※賃金報告月は、実績報告書提出時点の直近の支払日の属する月とすること。 

  



 

様式第１１号の２（第１６条関係） 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

事 業 収 支 報 告 書 

 

１収入                     （振込先） 

区 分 金 額  銀 行 名  

自 己 資 金 円  支 店 名  

借入金・その他 円  口座種類  

補助金充当額  円  口座名義  

合  計 円  口座番号  

 

２ 支出 

（１）総括表 

経費区分 内容 
数

量 

補助事業に要する経費 

（税込み額：円） 

補助対象経費 

（税抜き額：円） 

計画額 実績額 計画額 実績額 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

補助対象経費合計   

補助金充当額 

（補助対象経費合計額 2/3以内、上限 1,000,000円） 
  

 

（２）経費の内訳書 

   別紙（様式第１１号の３）のとおり 

 

 

  



 

様式第１１号の３（第１６条関係） 

補助対象期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 経費の内訳書 

 

証ひょう 

番号 
経費区分 内容（品目） 

①補助事業に 

要した経費 
（税込額）（単位：円） 

②補助対象経費 
（税抜額）（単位：円） 

発注日 

（契約日） 
入手日 支払日 支払先 

 

１ 

 

        

 

２ 

 

        

 

３ 

 

        

 

４ 

 

        

 

合計 

 

      

補助金充当額  

（補助対象経費②合計×２／３以内、上限 1,000,000円） 
     

※支出証拠書類が同一ものはまとめて記入し、証ひょう番号に対応する支出証拠書類の写しを添付すること。 

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。 

※行数が不足する場合は、随時、行を追加すること。 



 

様式第１１号の４（第１６条関係） 

 

 

経営革新・賃上げ緊急支援補助金 賃金算出表（実績報告用） 

 

 

賃上げ対象従業員名：             

    （賃金体系：□時給 □日給 □月給 □年俸 □歩合給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 所定労働時間の算出 

賃金体系 労働時間の種類 労働時間（日）数 

日給、月給、年俸、歩合給 １日の所定労働時間※１ 時間 

日給、月給、年俸、歩合給 １年間の所定労働日数※２ 日間 

 １か月の平均所定労働時間数※３ 時間 

 １年間の所定労働時間数※３ 時間 

歩合給 １年間の総労働時間数※４ 時間 

※１ 就業規則等で定めたものを入力すること。 

※２ ３６５日から１年の休日の合計数を差し引いた日数を入力すること。 

※３ 入力不要：自動計算 

※４ 直近１年間（雇入れ１年未満の場合は、雇用されてから）の所定内・所定外を合わせた総労働時間を入力

すること。 

 

２ 時間給換算額の算出 

賃金体系 賃金報告月※１ 賃金支払日 賃金計算期間 
賃金報告月の

賃金※２ 

時間給又は 

時間給換算額 

時 給 Ｒ 年  月 月  日 ／ ～ ／  円 

日 給 Ｒ 年  月 月  日 ／ ～ ／ 円／日 円 

月 給 Ｒ 年  月 月  日 ／ ～ ／ 円／月 円 

年 俸 Ｒ 年  月 月  日 ／ ～ ／ 円／年 円 

歩合給※３ Ｒ 年  月 月  日 ／ ～ ／ 円／年 円 

※１ 賃金報告月は、実績報告書提出時点の直近の支払日の属する月とすること。 

（例）賃金報告月：Ｒ７年８月、賃金支払日：８月１０日、賃金計算期間：７/１～７/３１ 

※２ 賃金は、基本賃金に加え、住宅手当と職能手当を含むこと。 

※３ 歩合給は、固定給（時給又は日給、月給）を入力すること。 

 

 

時間給または時間給換算額※      円 
                     （※入力不要：自動計算） 

  

【参考：時間給換算額の入力の手順】 

１ 所定労働時間の算出 

   賃上げ対象従業員の該当する賃金体系に応じて「労働時間（日）数」を入力する。（時給の場合は、入

力不要） 

２ 時間給換算額の算出 

   該当する賃金体系の賃金報告月をプルダウンから選択する。 

   「賃金支払日」、「賃金計算期間」、「賃金報告月の賃金」を添付する賃金台帳の記載内容をもとに入力

する。（時給の場合は、「時間給換算額」欄にそのまま入力） 



 

様式第１２号（第１７条関係） 

 

福中セ第   号 

令和  年  月  日 

 

補 助 事 業 者 名 

代表者の職・氏名 

 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター    

                    理事長 桑野 龍一         

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

額 の 確 定 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付け 福中セ第   号で交付決定を通知した標記の補助金に

ついては、令和  年  月  日に提出があった補助金実績報告書を審査した結果、補助金の

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるので、中小企業経営革新・賃上げ

緊急支援補助金交付要綱第１７条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を下記のとおり確定し

たので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額（変更ある場合は変更承認後の交付決定額） 

             円 

 

 

２ 補助金確定額 

             円 

 

 

３ 補助金の請求期限は、令和  年  月  日までとする。 

  



 

様式第１３号（第１８条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 殿 

 

 

所 在 地 ・ 住 所           

補 助 事 業 者 名  

代表者の職・氏名          

（自署または記名押印） 

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

精 算 払 請 求 書 

 

 

令和  年  月  日付け 福中セ第   号で額の確定通知があった標記の補助金

について、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第１８条の規定に基づき、下記の

とおり請求します。 

 

記 

 

 

金           円也 

 

 

１ 交付決定額                   円 

 

 

２ 補助金確定額                   円 

 

 

３ 請 求 額                   円 

  



 

様式第１４号（第２０条関係） 

 

福中セ第   号 

令和  年  月  日 

 

事 業 者 名 

代表者の職・氏名 

 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター    

                    理事長 桑野 龍一         

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 

交 付 決 定 取 消 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付け 福中セ第   号で交付決定を通知した標記の補助金について、

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第２０条の規定に基づき、下記のとおり交付

決定を取消したので通知します。 

 

記 

 

交付決定を取消した理由 

 

 

  



 

様式第１５号（第２２条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

理事長 桑野 龍一 殿 

 

 

所 在 地 ・ 住 所           

補 助 事 業 者 名           

代表者の職・氏名          

（自署または記名押印） 

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に係る 

補 助 事 業 取 得 財 産 等 の 処 分 承 認 申 請 書 

 

 

令和○○年○○月○○日付け○福中セ第○○号－○○で交付決定通知があった標記の補

助事業について、下記の財産を処分したいので、中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付

要綱第２２条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 取得財産の内容及び取得年月日 

 

 

２ 取得価格及び時価 

 

 

３ 処分の方法 

 

 

４ 処分の理由 

 

 

５ 処分の時期 

  



 

様式１６号（第２２条関係） 

 

福中セ第   号 

令和  年  月  日 

 

補 助 事 業 者 名 

代表者の職・氏名 

 

 

公益財団法人福岡県中小企業振興センター    

                     理事長 桑野 龍一       

 

 

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に係る 

補 助 事 業 取 得 財 産 等 の 処 分 承 認 通 知 書 

 

 

 令和  年  月  日付け取得財産等の処分承認申請があった標記の補助金については、中

小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第２２条第３項の規定に基づき、下記のとおり

承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 取得財産の内容 

 

 

２ 取得年月日 

 

 

３ 取得価格及び時価 

 

 

４ 処分の方法 

 

 

５ 処分の理由 

 

 

６ 処分の時期 

 

 

７ 補助金の返納等 

 

 

 


